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（原本・写しの別） 年月日

甲 10 被告提出の証拠に 写し R7.8.5 理学博士・ 被告がパイプテクターにつ
関する意見 京都女子大 いて説明する核磁気共鳴、

学名誉教授 自由電子、水和電子、凝集
小波秀雄 等といった科学的用語は誤

用されており、それゆえに
パイプテクターに赤錆防止
効果は科学的に認められな
いこと

甲 11 意見書 写し R7.8.8 山形大学理 パイプテクターにおいて、
学部准教授 科学的に核磁気共鳴が起こ
天羽優子 らないこと、核磁気共鳴に

よって水の凝集体が変わる
こともなく水和電子が生じ
ることもないこと n

甲 12 写真 写し R6.4月 原告理事長 被告が原告に設置したパイ
（撮影 林直光 プテクターを分解した際の
日） パイプテクターの内容物及

び構造、特にネオジム磁石
が配置されているのみで
あったこと。
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